
堺市指定障害福祉サービス事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、堺市が指定する指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、

指定一般相談支援事業所及び指定特定相談支援事業所（以下これらを「事業所等」とい

う。）において事故等が発生した場合の報告の取扱いについて必要な事項を定める。 

（事故等の報告） 

第２条 事業所等は、事業所等が行う障害福祉サービス、堺市障害者日中一時支援事業、堺

市障害者移動支援事業及び堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業（以下これ

らを「サービス」という。）の利用者又は従業者その他サービスに関係する者（以下「利

用者等」という。）について、次に掲げる事象が発生したときは、速やかに市長に報告を

行うものとする。 

(1) サービス提供中、利用者等が死亡したとき。 

(2) サービス提供中、利用者等が負傷又は疾病により医療機関を受診し、入院又は複数回

の通院を必要としたとき。 

(3) サービス提供中、利用者の居宅又は事業所等において一酸化炭素中毒が発生したと

き。 

(4) 事業所等が火災又は風水害の発生等により被害を受け、利用者へのサービス提供に影

響を及ぼすおそれが生じたとき。 

(5) 事業所等において食中毒又は感染症が発生し、堺市保健所へ届け出たとき。 

(6) 利用者の個人情報の流出や事業所等での盗難の発生等、利用者の処遇に影響を及ぼす

と考えられる事業所等での不祥事等が発生したとき。 

(7) サービス提供中に事故等が発生し、当該事故が損害賠償保険の対象となったとき。 

(8) 前各号に定めるもののほか、市長又は事業所等の管理者が市長への報告が必要である

と判断したとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、利用者が障害児である場合の報告については、堺市指定障害

児支援事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領（平成２６年制定）に定めるとこ

ろによる。 

（報告方法等） 

第３条 前条第１項に規定する事故等の報告は、堺市指定障害福祉サービス事業所等事故報

告書（様式第１号）により、援護の実施者（堺市内においては、利用者の住所地である区

の区役所の地域福祉課又は保健センター）及び障害福祉サービス課に提出するものとす

る。ただし、様式中の報告事項が記載されていれば、事業者独自の様式により報告しても

差し支えないものとする。 

２ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

に基づく事業所で、共生型障害福祉サービス事業所として併せて指定を受けている事業所



において事故等が発生した場合は、前項に規定する報告に加え、当該事業所を指定した機

関にも報告するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、事故等の第一報は、電話等による報告で足りるものとす

る。 

４ 事業所等の管理者は、事故等の解決までの期間が長期に及ぶ場合には、市長に対し適

宜、経過報告を行い、事故等の対応が解決し、及び終了した時点で最終報告を行うものと

する。 

 （事故等の拡大及び再発の防止） 

第４条 事業所等は、発生した事故等の拡大を直ちに防止するとともに、事故等の発生原因

を分析し、再発を防止するために必要な対策を講ずるものとする。 

 （委任） 

第５条 この要領に定めるもののほか、事故等発生時の報告等について必要な事項は、所管

課長が別に定める。 

 

附 則 

 この要領は、平成３０年３月１日から施行する。ただし、第３条第２項の規定については、

平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和３年４月２０日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市指定障害福祉サービス事業所等にお

ける事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されて

いる帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市指定障害福祉サービス事業

所等における事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使

用することができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市指定障害福祉サービス事業所等にお

ける事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されて

いる帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市指定障害福祉サービス事業

所等における事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使

用することができる。 

 


